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小規模保育事業A型（※２）

平成２７年度新設予定の特定教育・保育施設等について

1　概要
　子ども・子育て関連３法の施行に伴い，指定都市の長が，幼保連携型認定こども園の
認可等を行う場合や，市町村長が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認
（利用定員の設定）等をしようする場合においては，認定こども園法及び子ども・子育
て支援法に規定する合議制機関の意見を聴かなければならないとされている。
　本市では，合議制機関として設置してある子ども・子育て会議（幼保部会）におい
て，意見聴収を行うこととなる。

２　案件一覧

※１「幼稚園型認定こども園」

　認可幼稚園が，保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど，保育園的な機能を備えて認定

こども園としての機能を果たすもの。

※２「小規模保育事業A型」（利用定員６人以上19人以下）
　平成27年度より施行される子ども・子育て支援新制度において，教育・保育施設に加えて，市町村認
可事業として児童福祉法に位置付けられるもの。
　小規模保育事業は，規模や職員配置に応じた３類型（A型，B型，C型）に分けられている。
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